別記第１号様式(第２条関係)
「ちゃつのん」使用許諾申請書

年　　　　月　　　　日　　
　津野町長　　　様

「ちゃつのん」商標使用許諾申請書
	住所(〒　　　－　　　　)


	法人・団体名(個人の場合は空欄)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	代表者
　　　　　　　　　　　　　　　印

	[bookmark: _Hlk132892620]担当者
	(TEL)
	(FAX)

	
	E-mail：

	☐
	上記の団体および個人について暴力団、暴力団員と一切関係ないことを誓約し、求めに応じて役員名簿の提出を行い、町長が本申請書と共に調査のため警察署に提出することに同意する。また、暴力団と関係があった場合、商標使用許諾の取消しに応じます。



	申請区分
	□新規　　　□継続　

	使用種別
	  □商品　　　□その他

	使用対象物の名称（商品名等）
	

	使用目的及び内容
	

	「ちゃつのん」画像データの
提供を希望する場合
	画像番号
	

	
	データ形式
	PNG

	使用期間
※最長で使用許諾の日から４2年を超過する日の属する年度の３月３１日まで
	年　月　日から　　　年　月　日まで

	単価
(販売商品の場合は小売価格販売単価（消費税及び地方消費税を含まない。）、景品及び広告の場合は製造価格を記入。)
	円

	製造個数(見込みでも可)
	

	(商品の場合)
当該商品の広告への
「ちゃつのん」使用の有無
	□有　　　□無


「ちゃつのん」商標の使用について、次のとおり申請します。
	申請区分
	□新規　　　□継続　

	使用種別
	  □商品　　　□その他

	使用対象物の名称（商品名等）
	

	使用目的及び内容
	

	「ちゃつのん」画像データの
提供を希望する場合
	画像番号
	

	
	データ形式
	PNG

	使用期間
※最長で使用許諾の日から４2年を超過する日の属する年度の３月３１日まで
	年　月　日から　　　年　月　日まで

	単価
(販売商品の場合は小売価格販売単価（消費税及び地方消費税を含まない。）、景品及び広告の場合は製造価格を記入。)
	円

	製造個数(見込みでも可)
	

	(商品の場合)
当該商品の広告への
「ちゃつのん」使用の有無
	□有　　　□無


	申請区分
	□新規　　　□継続　

	使用種別
	  □販売商品　　□景品　　□広告　　　□その他

	使用対象物の名称（商品名等）
	

	使用目的及び内容
	

	「ちゃつのん」画像データの
提供を希望する場合
	画像番号
	

	
	データ形式
	PNG

	使用期間
※最長で使用許諾の日から４2年を超過する日の属する年度の３月３１日まで
	年　月　日から　　　年　月　日まで

	単価
(販売商品の場合は小売価格販売単価（消費税及び地方消費税を含まない。）、景品及び広告の場合は製造価格を記入。)
	円

	製造個数(見込みでも可)
	

	(商品の場合)
当該商品の広告への
「ちゃつのん」使用の有無(商品の場合)
	□有　　　□無


　なお、申請に当たっては、「津野町公式マスコットキャラクター「ちゃつのん」使用規程」の内容を遵守するとともに、下記の遵守事項に違反した場合は、直ちに是正又は使用を中止することを誓約します。

（裏面へ続く）

	イラスト改変の有無
	1　有　　　　　　　　　　　　2　無

	区分
	１ 飲食物　　２ 文房具　　３ 小物・アクセサリー
４ 人形・置物　５ その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

	販売価格（税込）
※１つあたり
	

	販売方法
・空欄に必要事項を
ご記入ください。
・販売方法が複数ある場合は、すべてご記入ください。
	１ 店舗
… 名称【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
… 住所【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
… 電話【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
２ インターネット（販売ページアドレス）　　
　 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】
３ その他 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

	グッズ情報ページ	Comment by 片岡 昌梓: 今のところ削除でお願いします。	Comment by 山本 京平: もし町内HPにグッズ情報ページを設けない場合は、削除いたします。
への掲載希望
	有　　・　　無
有の場合、太枠内の内容について町HP内の特集ページに掲載します。



【以下の書類を添付してください】
○企画書等（レイアウト、設計図等の「ちゃつのん」の使用方法がわかるもの）
○申請者の概要がわかる書面資料（会社パンフレット等）
※提出を受けた書類は返却できませんので、予めご了承ください。

【申請者は、以下の事項を誓約し、チェックしてください】
□暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２
号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員ではありません。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２
条（同条第１項第５号に規定する営業を行う者を除く。）に規定する営業を行っていません。
□特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第３３条に規定する連鎖販売取引
を行っていません。
□津野町税に未納がありません。
□商品の製造・販売について必要な資格及び免許等を取得しています。

【申請者は、以下の附帯事項を遵守し、チェックしてください】
□「津野町ＰＲマスコットキャラクター「ちゃつのん」デザインガイドライン使用規程」に従って使用すること。
□使用許諾を受けた内容により使用すること。
□使用許諾に係る使用権を譲渡し、又は転貸しないこと。
□原則として、賞品等には「©津野町ちゃつのん#許諾番号」、それ以外には「©津野町ちゃつのん」又は「©TSUNO TOWN CYATSUNON」、販売商品には「©津野町ちゃつのん#許諾番号」のと標記を付すること。
□使用許諾に際して条件を付された場合は、それに従うこと。
□使用許諾に係る使用対象物（販売商品）の完成品は、別紙第4３号様式とともに速やかに提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、当該完成品を撮影した写真による提出等をもって完成品の提出に代えることができる。
□津野町から「ちゃつのん」の使用に関する事項について、資料の提出又は報告を求められたとき
[bookmark: _GoBack]は、協力すること。
